
年月 民間事業者 水道事業者等（給水人口10万人以上）
国

厚生労働省 内閣府

R5.03以前

R5.04

R5.05

R5.06

R5.07

R5.08

R5.09

R5.10

R5.11

R5.12

R6.01

R6.02

R6.03

民間提案に係る交付金交付の流れ（令和6年度の交付要求の事例）

事業見通しの確認

③PPP/PFI提案の受領

公表資料の確認

報告受領
※提案内容の報告（直ちに）

検討結果の通知 ※検討結果通知
(PPP/PFI不採用）

水道事業者等によるPPP/PFI検討の内容、判断に
不服があり、内閣府に相談する場合

④PPP/PFI提案の
採否の検討

検討結果の受領

②事業見通しの公表
全体事業費10億円以上

交付金支援せず

PPP/PFI不採用とされ
た大規模事業（30億円

以上見込）
または

民間に不服がある
場合の検証

協議

4月1日迄

6月末迄
PPP/PFI提案の提出

R6概算要望
（所要額調べ）

水道事業者等に
よるPPP/PFI
検討内容の検証

30億円以上
の場合

R6本要望

水道事業者等の
検討が妥当な場合

9月末迄

PPP/PFI
採用

水道事業者等の検討が
妥当でない場合

予算措置

PPP/PFI提案の作成

①PPP/PFI
提案窓口の設置

※PPP/PFIチェックシートの
提出

①窓口設置の有無
②事業見通し公表の有無
③民間提案受領の有無
④PPP/PFI提案検討の結果

民間事業者－水道事業者等の
コミュニケーション

⚫ 事業実施予定時期の確認
⚫ 事業に関する詳細情報の収集
⚫ 事前確認・ヒアリング など

※は都道府県経由で実施

参考


